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第１節 大 気 

 

私たちの生活の中で、電気や自動車は欠かせません。しかし、火力発電によって電気を作っ

たりガソリンや軽油で自動車を動かしたりするには、石油や石炭などの化石燃料が必要で、こ

のような燃料を燃やすと二酸化炭素（CO2）、硫黄酸化物（SOx）、窒素酸化物（NOx）などの

大気汚染物質が発生します。 

大気の汚染は、戦後産業の発達とともに深刻になり、汚染源となる工場群付近の住民にはぜ

んそくや気管支炎等の被害がみられるようになりました。 

大気汚染をくい止めるには、工場・事業場や自動車などの発生源から大気中に排出される汚

染物質の量を減らすことが必要です。 

また、健康への影響を防ぐため適切な対応をとることも必要です。 

 

１ 大気汚染の概要 

大気汚染とは 人の経済的・社会的活動によって大気が有害物質で汚染され、人の健康や

生活環境に良くない影響を生じさせるような状態をいいます。 

  

大気汚染の原因

と影響 

大気汚染の代表的な原因物質には下表のようなものがあります。これらは

化石燃料の燃焼や自動車の排出ガスなどが主な原因になっています。濃度が

高くなると、のどや肺などに影響を及ぼして、人の健康を損なうこともあり

ます。 

 

大気汚染物質と主な発生原因 

大気汚染物質の種類 発生する主な原因 

硫黄酸化物（SOx） 化石燃料（石炭や石油など）の燃焼 

窒素酸化物（NOx） 
化石燃料などの燃焼、合成、分解 

自動車の排出ガス 

一酸化炭素（CO） 自動車の排出ガス 

炭化水素（HC） 化石燃料などの燃焼、自動車の排出ガス 

ばいじん 化石燃料などの燃焼 

粉じん 物の粉砕、選別、堆積など 

光化学オキシダント 

（二次的生成物質） 

大気中の炭化水素や窒素酸化物が、紫外線などに 

より光化学反応を起こして生成される。 

 

国 の 基 準 環境基本法では、人の健康や生活環境を守るために、次の 11 項目について

環境基準が定められており、市内では、いろいろな物質を対象とした大気測

定が行われています。 

 

環境基準が定められている 11 項目 

・二酸化硫黄（SO２） ・一酸化炭素（CO） ・浮遊粒子状物質（SPM） 

・光化学オキシダント ・二酸化窒素（NO２） ・ベンゼン 

・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・ジクロロメタン 

・ダイオキシン類 ・微小粒子状物質（PM2.5）  
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２ 大気汚染の現状 

測定項目と場所 市内では、下表のように、広島県と東広島市がそれぞれ大気の測定をし、

市内の大気の状況を監視しています。 

広島県では、東広島西条小学校と河内入野に大気汚染の測定局を設置して

自動測定機で測定しています。平成 26 年 9 月からは、東広島西条小学校で微

小粒子状物質（PM2.5）の測定も始めました。広島県のホームページでは、1

時間ごとの測定結果が公表されています。 

東広島市では、本庁舎のほか、計 13 箇所で測定を行っています。 

 
大気汚染の測定項目と測定場所 

測 定 場 所       

測 定 項 目               

二
酸
化
硫
黄 

一
酸
化
窒
素 

二
酸
化
窒
素 

窒
素
酸
化
物 

浮
遊
粒
子
状
物

質 光
化
学
オ
キ
シ

ダ
ン
ト 

降
下
ば
い
じ
ん 

有
害
大
気
汚
染

物
質 

微
小
粒
子
状
物

質
（P

M
2
.
5

） 

県
測
定 

 1  東広島西条小学校  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

 2  河 内 入 野  ○ ○ ○ ○ ○    

東
広
島
市
測
定 

① 本  庁  舎 ○ ○ ○ ○ ○  ○   
② 板 城 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○     
③ 吉 行 工 業 団 地 ○ ○ ○ ○ ○     
④ 八 本 松 出 張 所 ○ ○ ○ ○ ○     
⑤ 磯 松 工 業 団 地 ○ ○ ○ ○ ○     
⑥ 吉 川 工 業 団 地 ○ ○ ○ ○ ○     
⑦ 志 和 出 張 所 ○ ○ ○ ○ ○     
⑧ 高 屋 出 張 所 ○ ○ ○ ○ ○     
⑨ 黒 瀬 支 所 ○ ○ ○ ○ ○     
⑩ 福 富 支 所 ○ ○ ○ ○ ○     
⑪ 豊 栄 支 所 ○ ○ ○ ○ ○     
⑫ 河 内 支 所 ○ ○ ○ ○ ○     
⑬ 安 芸 津 支 所 ○ ○ ○ ○ ○     
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（1）二酸化硫黄 

硫黄酸化物とは 二酸化硫黄（SO2）や三酸化硫黄（SO3）等のことをいいます。 

  

原 因 と 被 害 石炭、石油などの化石燃料に含まれる硫黄分の燃焼に伴って発生します。

重油を燃料としている工場のボイラーなどが主な発生源です。自然界では火

山ガス中に高濃度で存在すると言われています。 

気管支ぜんそくや酸性雨（森林や湖沼の生態系に影響を及ぼす酸性の雨）

の原因となります。 

  

環 境 基 準 1 時間値の 1 日の平均値が、0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が、

0.1ppm 以下であること。 

  

測 定 結 果 広島県の測定局である東広島西条小学校及び河内入野（以下、「測定局」と

いう。）における二酸化硫黄の過去 10 年間の測定結果は、すべて環境基準を

満足しており、年平均値の経年変化はいずれも横ばい傾向を示しています。 

また、東広島市が実施している大気測定地点でも、硫黄酸化物は低濃度で横

ばい傾向を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）二酸化窒素 

窒素酸化物とは 一酸化窒素（NO）や二酸化窒素（NO2）等のことをいいます。 

  

原 因 と 被 害 石油などの燃料の燃焼に伴い発生します。自動車の排気ガスや工場・事業

場のばい煙発生施設などが発生源です。 

濃度が高くなると毒性が増し、人の肺やその他の臓器に悪影響を及ぼしま

す。 

  

環 境 基 準 1 時間値の 1 日の平均値が、0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ

以下であること。 

  

  

※ 「2％除外値」については、10 ページの二酸化窒素の項を参照のこと。 

測定：広島県 
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測 定 結 果 広島県の測定局における過去 10 年間の二酸化窒素の測定結果は、すべて環境

基準を満足しており、年平均値の経年変化はやや減少する傾向を示していま

す。 

また、東広島市が実施している大気測定地点でも、窒素酸化物は低濃度で横

ばい傾向を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ．98％値、2％除外値とは？ 

Ａ．年間にわたる日平均値のうち、測定値の低いほうから 98％目にあたる値を 98％値、

高い方から 2％の範囲内にあるものを除外した後の最高値を 2％除外値といいます。

二酸化窒素は前者を、浮遊粒子状物質と二酸化硫黄は後者を用いて評価します。 

               １ ２   98 99 100番目 

               ○，○，…，◎，●，● 

                     ↑ 

 

 

 

（3）浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質

とは 

粒径が 10 ㎛（1 ㎛＝0.001mm）以下の大気中を浮遊している粉じんのことを

いいます。 

  

原 因 と 被 害 工場・事業場から排出される煙や粉じん、自動車の排気ガスなどが主な原

因です。また、砂ぼこりや火山活動に伴う灰など、自然現象によっても発生

します。せき、たん、呼吸困難などを引き起こします。 

  

環 境 基 準 1 時間値の 1 日の平均値が 0.10mg/m3 以下であること、かつ、1 時間値が

0.20 mg/m3以下であること。 

  

測 定 結 果 広島県の測定局における浮遊粒子状物質の過去 10 年間の測定結果は、すべ

て環境基準を満足しており、年平均値の経年変化は、ほぼ横ばいです。 

また、東広島市が実施している大気測定地点でも、浮遊粒子状物質は低濃

度で横ばい傾向を示しています。 

※「98％値」については、下記を参照のこと。 

 

小さい方から

並べた測定値 
2％分の個数を除く 

（100 個の測定値

がある場合） 
この値 

ただし、 2％除外値の評価において

は、 1 日平均値が 2 日以上連続で基

準を超えた場合は、 2％除外値にか

かわらず基準を満たしていないこと

になります。  

測定：広島県 
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（4）降下ばいじん 

ばいじんとは 物の燃焼などによって飛散する灰分やすす、またはその他の粉じんの総称

をいいます。これらのうち、そのものの重量や雨によって地表に降るもの

を、降下ばいじんといいます。 

  

原 因 と 被 害 燃料や物の燃焼などによって発生します。 

肺の細胞に蓄積すると、せきや息切れ、呼吸困難などの症状が出ると言わ

れています。 

  

環 境 基 準 値 降下ばいじんに対する基準値はありません。 

  

測 定 結 果 東広島市が実施している市役所本庁舎におけるばいじん量の過去 10 年間の測

定結果は、ほぼ横ばい傾向を示しています。 

 

 

 

  

※「2％除外値」については、10 ページの二酸化窒素の項を参照のこと。 

測定：広島県 
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（5）光化学オキシダント 

光化学オキシ

ダントとは 

窒素酸化物などが、紫外線などによって化学反応を起こして発生する物質

をいいます。オゾン（O3）が代表的です。 

  

原 因 と 被 害 石油や石炭などの化石燃料を燃やして発生する煙や、自動車の排出ガス

による窒素酸化物や炭化水素などが原因です。風が弱く蒸し暑い日に発生

しやすくなります。 

眼への刺激やのどの痛みなど呼吸器へ影響を与え、植物を枯らすなど農

作物への被害も引き起こします。 

  

環 境 基 準 1 時間値が 0.06ppm 以下であること。 

  

測 定 結 果 広島県の測定局における過去 10 年間の光化学オキシダントの昼間の年平均

値の経年変化はおおむね 0.03～0.04ppm で横ばい傾向を示しています。 

しかし、この 10 年間で、常に環境基準（1 時間値 0.06ppm）に適合してい

たという年はなく、毎年 100 日前後は環境基準に不適合となっています。県

内の他の測定局においても、年間通して環境基準に適合したところはありま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高濃度情報の

発令 

平成 30 年度の東広島市を対象とするオキシダント情報の発令は、安芸津町

で 2 回（5 月 1 回、7 月 1 回）ありました。また、東広島市全域で注意報の発

令はありませんでした。 

警報の発令は県内全域においてありませんでした。 

 

 

 

 

 

※対象地域 

(1)西条小学校：西条町・高屋町・八本松町・志和町・黒瀬町・福富町・豊栄町 

(2)河 内 入 野 ：河内町 

(3)竹 原 高 校 ：安芸津町 
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（6）微小粒子状物質（PM2.5） 

微小粒子状物質

とは 

粒径が 2.5 ㎛（1μm＝0.001mm）以下の大気中を浮遊している非常に小さな

粒子のことをいいます。 

  

原 因 と 被 害 自動車などの排気ガスや、焼却炉などから出る燃焼ガスが主な原因です。

また、砂ぼこりや火山、たばこの煙なども原因となっています。 

たくさん吸い込むとぜんそくや肺がんになりやすくなると言われています。 

  

環 境 基 準 1 年平均値が 15 μg/m3 以下であること、かつ、1 日平均値が 35 μg/m3 以下

であること。 

  

測 定 結 果 広島県内における、平成 30 年度の月平均値は 10～20μg/ m3 で推移してお

り、日平均値環境基準（35μg/m3）の超過日数は 19 日ありました。 

西条小学校では、月平均値は県全体の値とほぼ同じで、環境基準を超過し

ている日は 7 月に 2 日ありました。 

 

 

  

測定：広島県 
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（7）アスベスト 

アスベストとは 石綿（せきめん、いしわた）とも言われる、天然の繊維状けい酸塩鉱物の

ことをいいます。極めて細いという特徴があり、スレート材、防音材、断熱

材、保温材などの建材や、自動車のブレーキパッドなどに使われてきまし

た。 

  

原 因 と 被 害 アスベストを含む建材などの製造、加工、廃棄、また、これらが使われて

いる建物を解体するときに飛散する可能性があります。 

  

規 制 基 準 大気中のアスベストの濃度が 1 リットルにつき 10 本（大気汚染防止法によ

る特定粉じん発生施設に係る隣地の敷地境界における基準）。 

  

測 定 結 果 広島県の測定局におけるアスベストの過去 10 年間の測定結果は、すべて大

気汚染防止法の規制基準を満足しています。 

 

 

  
測定：広島県 
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３ 大気汚染の防止対策 

発 生 源 対 策 市では、「大気汚染防止法」､「ダイオキシン類対策特別措置法」､「広島

県生活環境の保全等に関する条例」により、ばい煙を発生する施設ごとに、

排出口での汚染物質の濃度を排出基準値以下に抑えるように指導していま

す。 

アスベストを含む建物の解体時には届出が必要です。また、市では事前に

立ち入りを行っています。 

  

事業者にお願

いすること 

工場・事業場では次のような改善を行い、汚染原因物質の発生を抑えるよ

うにして下さい。 

 

○公害防止施設の設置（排煙脱硫装置など）と適切な運用 

○使用燃料の選択（より良質な燃料や有機窒素化合物の含有量の少ない燃料

を選ぶ） 

○燃焼方法の工夫等 

  

市民にお願い

すること 

移動には、公共交通機関の利用や、低公害型の自動車を利用する、エコド

ライブを心掛けるなど、自動車からの排気ガスを減らすようお願いします。 

  

健康影響防止

のために 

広島県から光化学オキシダント注意報等や PM2.5 高濃度予報が発表された

ときに、市は、市のホームページや防災メールなどを通じて、市民の皆さん

に情報提供します。 

 

光化学オキシダント 

広島県では、光化学オキシダントの濃度が環境基準（1 時間値 0.06ppm）を

超えて、さらに高くなった場合に、濃度に応じて次のような情報や注意報等

を出しています。 

情報は市町にのみ通知され、各市町が光化学オキシダントへの対応を始め

るものですが、注意報と警報は市民の皆さまにも公表されますので行動の参

考にしてください。 

 

 

光化学オキシダントに関する 情 報（1 時間値 0.10ppm 以上） 

注意報（  同  0.12ppm 以上） 

警 報（  同  0.40ppm 以上） 

 

 

PM2.5 

広島県では、県内の PM2.5 の日平均値が 70μg/m3（環境省が国民へ注意を呼

びかける目安とした値）を超えると予測される次の場合に、「高濃度予報」

を発表することとしています。 

 

 

PM2.5 に関する高濃度予報 

県内いずれかの測定局において 

早朝（５～７時）の平均値が 85μg/m3を超えた場合 

午前（５～１２時）の平均値が 80μg/m3を超えた場合 
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 公表の方法 

光化学オキシダント注意報等や PM2.5 高濃度予報は、次の方法で公表さ

れます。 

 

○広島県、東広島市のホームページへの掲載 

○KAMON ケーブルテレビ、FM 東広島での放送 

○東広島市防災情報等メールでの発信 

 

※メールの登録方法は  東広島市 防災情報等メール  で検索！ 

 

 各自の対応 

光化学オキシダント注意報等や PM2.5 高濃度予報が発表されたときに

は、健康影響を防ぐため、次のような対応をお願いします。  

 

○屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らす 

○屋内では換気や窓の開閉を必要最小限にするなど、外気の屋内への侵入を

できるだけ少なくする 

○呼吸器系や循環器系の疾患がある人、小児、高齢者などは、より影響を受

けやすい可能性があるので、普段から健康管理を心がけるとともに、体調

の変化に注意する 

 

PM2.5 については、環境基準（35μg/m3）を超えても、必ずしも全ての人に

健康影響が生じると考えるべきではないとされています。これは、現在のと

ころ PM2.5 の濃度と健康影響の関係については知見が不十分であるためで、

国は長期継続的に健康影響に関する知見の集積に努めるとしています。 

 

 

大気汚染をくい止めるには、工場・事業場や自動車などの発生源から大気中に排出される汚染

物質の量を減らすことが必要です。 

市民・事業者のみなさまのご協力をお願いします。 

 


